
県内に本社,支社,支店,事業所等を有する事業者
※ ただし、以下の場合に限ります。
① 県内に本社を有する事業者については、県外及び海外のIT人材を正社員と
して雇用する場合

② 県外に本社があり、県内に支社、支店、事務所等を有する企業については、
県外及び海外のIT人材を県内の事業所に原則３年以上所属する正社員とし
て雇用する場合

県外及び海外のIT人材（※1）獲得にかかる経費。
・人材紹介手数料（※2）

・人材受入れにかかる経費
（企業が負担する、来県旅費等）

【補助対象経費】

● 補助事業の流れ

● 募集期間
令和７年４月１日～令和８年１月１６日（金） ※予算の上限に達した場合は募集を終了します

事業内容の詳細やお問い合わせ先

公益財団法人えひめ産業振興財団 愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点
TEL：089-960-1112 E-mail：projinzai@ehime-iinet.or.jp
H P：https://www.ehime-iinet.or.jp/ http://ehime-projinzai.jp/

県内企業が即戦力となる優秀なIT人材を国内及び海外から獲得できるよう支援すること
で、県内IT企業の振興ひいては産業DXの推進を図ることを目的としています。

● 目的

万円最大

補助します!

県外及び海外からのIT人材獲得を支援！

【対象企業】

人材紹介事業者等に支払う手数料・
人材受入れにかかる経費 を

※1 IT 人材 県外在住の者で、国内人材においては、IT企業や会社の情報システム部門においてIT関連業務に1年以上従事
した経験を有するITエンジニアをいう。外国人材においては、出入国管理及び難民認定法の技術・人文知識・国際業務の在留
資格をもって在留するITエンジニアをいう。
※2 人材紹介手数料 雇用契約の締結後、人材紹介事業者に支払う成功報酬型の手数料

※ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除きます。詳細は財団HP及びプロ人材HP掲載の交付規定を御参照ください。

愛媛県IT人材獲得支援事業費補助金
令和７年度

補助率

½

人材紹介事業者等
との契約

IT人材との
雇用契約
締結

補助金
交付申請

（雇用契約15日以内）

人材紹介事業者へ
の紹介手数料

支払い

実績報告書
提出

補助金
交付

財団HP プロ人材HP 
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